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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所属セスナ式ＴＵ２０６Ｇ型ＪＡ３９６８は、平成５年１０月２４日、レジャ 

ー飛行のため、群馬県館林市の大西飛行場を離陸し、１１時１２分、山形空港に着陸 

し地上滑走中、機体が右前方に傾き、右主翼及びプロペラ・ブレードが滑走路に接触 

して破損した。

同機には、機長ほか同乗者５名が搭乗していたが、死傷者はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成５年１０月２６日、当該事故の調査を担当する主管 

調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成５年１０月２７日～２８日 現場調査



1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３９６８は、平成５年１０月２４日、レジャー飛行のため、機長ほか同乗者５ 

名が搭乗し、０９時５０分ごろ群馬県館林市の大西飛行場を離陸し、今市市及び米沢 

市上空を経由して山形空港に向かった。

同機は、米沢市上空を通過した１０時５５分ごろ、着陸のため山形レディオと最初 

の交信を行い、山形空港の風及び高度計規制値（ＱＮＨ）並びに使用滑走路の情報を 

受けた。

１１時０４分ごろ、同機は、山形レディオから同空港の１１時００分の定時航空気 

象観測値の通報を受け、その後、同０６分ごろ、同空港の南１０nmの地点の通過を通 

報した際、その時の同空港の風の情報を受けた。

同機は、１１時０９分ごろ、天童ポイント（山形ＶＯＲから１８７°／３．２nm）の 

通過を山形レディオに通報した際、使用中の滑走路は滑走路０１で、滑走路上に障害 

物等がない旨及び風向２７０°、風速１１kt、最大風速１６kt、横風である旨の情報を 

受けた。

同機は、滑走路０１に対して直線進入を行い、１１時１１分過ぎに滑走路末端の南 

約０．５nmの地点を通過中、山形レディオから風向２８０°、風速１２kt、最大風速１８ 

ktの情報を受けた。

機長によれば、滑走路末端を通過したころ、滑走路０１側の吹流しにより風を確認 

したところ、風向はわずかに向かい風成分を持つ左横風（おおよそ２９０°）で、最大 

風速は２０kt弱であったとのことである。

同機の進入中、気流がやや乱れていたため機体が少し揺れていたが、大きく揺れる 

ことはなかった。

同機は、やや高めの進入を行い、滑走路が誘導路と交叉する地点の約１００ｍ手前 

（滑走路０１末端から約７２０ｍ入った地点）の概ね滑走路中心線上に正常に接地し 

た。

接地後、機長は、前輪を接地させるとともにフラップをリトラクトし、ラダー・ペ 

ダルを操作してラダー及びノーズ・ホィール・ステアリングにより方向を保持し、軽 

くブレーキを使って徐々に減速しながら滑走した。また、滑走中、左横風に対して、 

コントロール・ホイールを左に約１／３取って保持していた。



同機は、概ね滑走路中心線上を正常に滑走していたが、速度が約３０ktまで減速し 

た頃、急に左主翼が横風にあおられて持ち上げられ、先ず右に、次いで前方に傾き、 

右主翼端及びプロペラ・ブレードが接地した。この時、機長がどのような操作を行っ 

たかについては、機長はとっさのことで記憶していないと述べている。

数秒後に、同機は、正常な姿勢に復元し、やや蛇行して概ね滑走路中心線上で機首 

を滑走路方向のやや右に向けて停止した。

同機は、山形レディオから着陸時刻が１１時１２分である旨及び駐機場所の情報を 

受け、滑走路上で１８０°の左旋回を行って滑走路上を戻った後、誘導路を走行して駐 

機場に入り、エンジンを停止した。

同機は、飛行後の点検において、右主翼の翼端付近及びプロペラ・ブレードの先端 

が損傷しているのが発見された。

事故発生地点は山形空港の滑走路上で、事故発生時刻は１１時１２分ごろであった。 

（付図１、写真１及び写真２参照）

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

プロペラ・ブレード ３枚とも先端から約１０cmの位置で後方に湾曲、

先端付近擦過損傷

右主翼 主桁損傷、翼端破損、翼端付近の前縁下面損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ５３歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第９６０４号

限定事項 陸上単発機 昭和５６年２月１６日

第二種航空身体検査証明書 第２９９５０２６６号

有効期限 平成６年４月２１日



総飛行時間 ５７６時間００分

同型式機による飛行時間 １４０時間００分

最近３０日間の飛行時間 ５時間５４分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 セスナ式ＴＵ２０６Ｇ型

製造番号 Ｕ２０６０５９８０

製造年月日 昭和５５年１０月３０日

耐空証明書 第東５－４６９号

有効期限 平成６年１０月５日

総飛行時間 １，３４７時間２２分

定時点検（200時間点検、平成5年10月6日実施）後の飛行時間 ９時間２４分

2.6.2　エンジン

型式 コンチネンタル式TSIO-520-M型

製造番号 ５３２００６

製造年月日 平成５年９月２９日

総使用時間 １８時間３４分

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約３，３５０lb、重心位置は約４４．７inと推算され、い 

ずれも許容範囲（最大着陸重量３，６００lb、事故当時の重量に対応する重心範囲 

４０．４～４９．７in）内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　機長及び同乗者等によれば、事故当時の気象は次のとおりであった。

天気 晴れ、風 風向 約２８５°（滑走路０１に対し概ね左真横）（変動）、

風速 １０kt強（変動）、最大風速 ２０kt弱、視程 良好

進入中の気流は少し乱れており、当時、滑走路表面は乾燥していた。

2.7.2　航空気象観測値

仙台管区気象台山形地方気象台山形空港出張所における事故関連時間帯の気象観 

測値は、次のとおりであった。



(1)　定時航空気象観測値

10時00分 風向 ２７０°（変動２３０°～３２０°）、風速 １０kt、

最大 ２０kt、最小 ５kt、視程 ３０km、

雲 １／８積雲 ３，４００ft、

気温 １３℃、露点温度 ４℃、ＱＮＨ ２９．６９inHg

11時00分 風向 ２７０°（変動２２０°～３３０°）、風速 １２kt、 

最大 ２２kt、最小 ５kt、視程 ３０km、

雲 １／８積雲 ２，０００ft、３／８積雲 ３，６００ft、

気温 １４℃、露点温度 ３℃、ＱＮＨ ２９．６８inHg

12時00分 風向 ２６０°（変動２３０°～３００°）、風速 ８kt、 

視程 ２０km、弱いしゅう雨、

雲 １／８層雲 １，４００ft、３／８積雲 ２，０００ft、 

６／８積雲 ３，６００ft、

気温 １１℃、露点温度 ７℃、ＱＮＨ ２９．６９inHg、 

過去１時間以内に降雨あり

備考：風向風速は、滑走路０１側における観測値（過去１０分間の平均値 

及び極値）である。

(2)　風向風速記録

瞬間風向風速自記記録（滑走路０１側及び同１９側）を付図２に示す。

なお、当日の日最大瞬間風速は、滑走路０１側において２８．２kt（１０時 

２０分）、滑走路１９側において３１．４kt（１１時１０分）であった。

２．８　飛行場に関する情報

山形空港の滑走路は、長さ２，０００ｍ、幅４５ｍのアスファルト・コンクリート舗 

装で、幅３０ｍがグルービングされており、滑走路０１の真方位／磁方位は06°51′52″ 

／14°43′00″である。

飛行場の標高は３４５ft、滑走路０１の接地帯の標高は３４６ftである。

２．９　滑走路上の痕跡

滑走路上には、滑走路０１末端から約９９５ｍ入った地点（接地地点から約２７５ 

ｍの地点）付近に、同機の右主翼端及びプロペラ・ブレードの接地痕が認められた。

プロペラ・ブレード接地痕の当初の間隔は約４０cmであった。

そのほか、滑走路０１末端から約９６０ｍの地点～同約１，０４０ｍの地点の間に、 

同機のタイヤ痕が認められた。（付図１及び写真２参照）



２．１０　同機の横風離着陸性能

同機の飛行規程では、横風離着陸性能について最大実証横風速度２０ktと記載され 

ている。

３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

3.1.1　同機の滑走中の風の推定

２．７項及び付図２から、事故発生時刻の１１時１２分ごろの風は、風向、風速と 

もに変動しており、風向は滑走路０１側で概ね２５０°～３４０°、滑走路１９側で 

概ね１９０°～３４０°、平均風向はともに概ね２８５°、平均風速は約１２kt、最大 

瞬間風速は約２０ktであったものと推定される。

3.1.2　同機の滑走状況の推定

機長、目撃者等の口述及び同機の損傷状況から、同機は、着陸滑走中、速度が減 

少した頃、左横風を受けて左主翼が持ち上げられて右に大きく傾くなどして、右主 

翼端等が滑走路に接触して損傷したものと認められるが、滑走の細部状況について 

は、滑走路上の痕跡及び滑走中の風等から次のとおり推定される。

(1)　接地及び接地後の滑走

同機は、滑走路０１末端から約７２０ｍ入った地点の概ね滑走路中心線上 

に接地し、その後の約２４０ｍの間は概ね正常に滑走したものと推定される。

(2)　右前方への傾き及び左への偏向

同機は、接地地点から約２４０ｍ滑走した頃、強い左横風にあおられて左 

主翼が持ち上げられるとともに、風見効果により機首を左に振って滑走方向 

を左に約１０°偏向し、右前方に大きく傾いて約２７５ｍの地点で右主翼端及 

びプロペラ・ブレードが滑走路に接触したものと推定される。この時の右へ 

の傾きは約３０°、前方への傾きは約１０°、機首方位は約３３５°で、機軸に 

対し右約３０°の横滑り状態であったものと推定される。

なお、プロペラ・ブレードが接地した時の対地速度は３０kt弱であったも 

のと推定される。

同機は、右主翼端等が接地した状態で約５ｍ滑走した後、姿勢を回復し、 

その後、滑走方向も右に変わって、接地地点から約３３５ｍ滑走した頃、滑 

走路中心線付近まで戻ったものと推定される。



３．２　解析

3.2.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.2.2　同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.2.3　調査の結果から、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.2.4　同機は、風向風速の変動する中を着陸滑走中、平均風速約１２kt、最大瞬間 

速度約２０ktの左横風を受けたものと推定される。

3.2.5　同機は、概ね滑走路中心線上に接地し、当初は概ね正常に滑走したが、速度 

が約３０ktまで減少した頃、強い左横風を受けて左主翼を持ち上げられるとともに 

機首を左に振り、右前方に大きく傾いて右主翼端及びプロペラ・ブレードが滑走路 

に接触したものと推定される。

3.2.6　機長によれば、滑走中、ラダー及びノーズ・ホィール・ステアリングにより 

方向を保持し、左横風に対しコントロール・ホイールを左エルロン約１／３上げの 

位置に保持していたとのことであり、同機は、速度の減少に伴って舵の効きが低下 

した時点で、強い左横風を受けたため、右主翼端等が接地するまで大きく傾いたも 

のと推定される。

3.2.7　同機は、右主翼端等が接地した後、右主翼端が接地した際の反力及びノーズ・ 

ストラットの圧縮からの反動により機体姿勢が回復し、その後、やや蛇行した後、 

滑走路中心線付近に戻ったものと推定される。

４　原因

本事故は、同機が着陸滑走中、速度が減少した頃、強い左横風を受けたため、右前 

方に大きく傾いて右主翼端等が滑走路に接触したことによるものと推定される。
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付図３　セスナ式ＴＵ２０６Ｇ型

三面図



写真１　事故機

写真２　滑走路上の痕跡 
（事故発生地点付近）


